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１．これまでの経緯

三重県流域下水道事業経営戦略改定

令和６年 ６月 防災県土整備企業常任委員会にて、経営戦略改定方針を報告

令和6年１２月 防災県土整備企業常任委員会にて、経営戦略改定の素案を報告（1件の意見）

R6
年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 １１月 12月 1月 ２月 ３月

常任
委員会

本計画

（6/21）
改定方針報告

（１２/１２）
素案報告

本日 
最終案報告

素案作成 最終案作成 改定改定方針の検討

関連市町意見照会パブリックコメント

２．パブリックコメントの実施結果と関連１５市町への意見照会結果 別紙 １

実施期間 意見数

パブリックコメント R6.12.25～R7.1.24 4（１人）

関連１５市町への意見照会 Ｒ７．１．２７～Ｒ７．2.10 ８（２市）

３．最終案について

パブリックコメント、関連市町及び防災県土整備企業常任委員会からのご意見をふまえ、素案からの変更点を赤文字で記載し、

また、成果指標の年度目標や投資財政計画を追加し最終案を作成しました。



３．最終案について

三重県流域下水道事業経営戦略改定

①計画期間

令和7年度～令和１６年度までの１０年間（現戦略の完了期間である令和１１年度から５年間延長）

②経営理念（現戦略と同じ）

公共性と経済性を両立させたうえで、公共用水域の水質を保全するためのサービスを将来にわたり提供す

ることで、県民の皆様が安全・安心で豊かな生活を営むための環境保全に貢献します。

③経営目標

３つの経営目標を柱とし、主に１１の取組を展開していきます。

経営目標 現行の取組(7取組） 課題/見直し 改定後の取組（11取組）

１ 公共用水域の水質保全
高度処理の実施 継続 （１）高度処理の実施

栄養塩類管理運転の実施 継続 （２）栄養塩類管理運転の実施

２ 下水道施設の整備

未普及対策 継続 （１）未普及対策

老朽化対策 下水道管路などの施設の老朽化に備える/強化 （２）老朽化対策

地震・津波対策
災害発生時の下水処理機能確保が必要/強化 （３）地震対策

災害発生時の下水処理機能確保が必要/強化 （４）施設浸水（津波・洪水）対策

ー 脱炭素社会の構築が必要/新規 （５）地球温暖化対策

３ 健全な事業運営の持続

効率的な維持管理運営 運営体制の脆弱化/強化 （１）効率的な維持管理運営（ウォーターＰＰＰ等）

下水道資源の有効活用 下水汚泥の有効活用が必要/強化 （２）下水道資源の有効活用（下水汚泥の肥料利用）

ー 生活排水処理の持続性確保が必要/新規 （３）広域化・共同化の推進

ー 運営体制の脆弱化/新規 （４）下水道ＤＸの推進



三重県流域下水道事業経営戦略改定

経営目標１ 公共用水域の水質保全

（１）高度処理の実施

閉鎖性水域である伊勢湾の水質を保全するため、すべての流域下水処理場では栄養塩
類の削減を目的とした高度処理を採用しています。今後も、赤潮等の原因となる栄養塩類
の適切な削減に努めます。一方、豊かな伊勢湾の再生は喫緊の課題であるので、栄養塩類
の削減の抑制については、計画期間内であっても、伊勢湾の水質のあり方をふまえ柔軟に
対応していきます。
【主な取組】

目標放流水質の確保に努めます。 下水処理場での水質検査

※高度処理とは、標準的な処理法よりも、有機物や浮遊物質、栄養塩類を取り除いてきれいに処理する方法

（２）栄養塩類管理運転の実施

黒ノリの色落ち対策として、冬季に海域で不足する栄養塩類を供給するため、水質基準
の範囲内で放流水の栄養塩類の削減を抑制する運転の試行に取り組み、ひいては豊かな
伊勢湾の再生につなげていきます。
【主な取組】

全ての流域下水処理場で栄養塩類管理運転を試行します。
正常な黒ノリ 色落ちした黒ノリ※試行とは、数ヶ年にわたって試行錯誤しながら安定的に運転し、より効率的な運転を目指している段階

３．最終案について



三重県流域下水道事業経営戦略改定

（１）未普及対策
関連市町の公共下水道整備の進捗に合わせ、処理場施設の増設、幹線管渠の延伸

を計画的に進め、下水道普及のニーズに応えることを目指します。
【主な取組】

処理場施設の増設を進め、内宮・明和幹線管渠の延伸完了を目指します。

内宮幹線管渠延伸工事（２）老朽化対策
ストックマネジメント計画に基づき計画的、効率的に老朽化対策を進め、管路の緊急

度Ⅰ及び設備（機械・電気）の健全度１の発生を防止し、下水道サービスの安定した提
供を目指します。また、管路については、点検頻度を増加するなど点検・調査を充実さ
せ、国の「埼玉県八潮市の道路陥没事故を踏まえた有識者委員会」において、新たな
管路点検の方針が示された場合には、ストックマネジメント計画に適切に反映します。
【主な取組】

ストックマネジメント計画に基づく改築等を着実に進めます。

下水道管路の調査状況

（３）地震対策
能登半島地震では、耐震化未実施の下水道の基幹施設に被害が生じたことで復旧

が長期化し、市民生活に影響がありました。
それを踏まえ、南海トラフ地震等の大規模地震発生に備え、下水道システムの機能

停止リスクの解消に取り組み、災害に強い下水道の構築を目指します。
【主な取組】
下水道機能を確保するため、幹線管路、ポンプ場、処理場の地震対策を推進します。

※地震対策については、耐震化に加え、減災と組み合わせて下水道システムの機能確保を図ります。

【継続】

【強化】

【強化】

※ストックマネジメント計画とは、持続的な下水道機能を確保するため、下水道施設全体の中長期的な
 施設状態を予測しながら、維持管理や改築を一体的に捉えて計画的・効率的に管理するための計画
※緊急度Ⅰとは、管路において速やかに補修、更新などが必要なことを示す
※健全度１とは、機能停止状態であり、ただちに設備更新が必要なことを示す

経営目標２ 下水道施設の整備

能登半島地震下水道施設被災状況

３．最終案について



南海トラフ地震等による津波の発生や気候変動の影響による水災害の頻発化・激甚化
が想定されることから、浸水被害リスクが高まっています。

そのため津波や洪水の発生に備え、施設の浸水対策に取り組み、災害に強い下水道の
構築を目指します。
【主な取組】

津波、洪水等の浸水被害に備えたポンプ場、下水処理場の耐水化を進めます。

三重県流域下水道事業経営戦略改定

（５）地球温暖化対策
脱炭素社会の実現に向けて、「三重県流域下水道地球温暖化対策計画」に基づき、目標

年度の令和１２年度において基準年度(平成25年度)比で36％の温室効果ガス排出量
の削減を目指します。
【主な取組】

施設更新にあわせた省エネ機器の導入、太陽光発電設備の設置を進めます。

経営目標３ 健全な事業運営の持続

（１）効率的な維持管理運営
将来にわたり安定した下水処理を行うには、ライフサイクルコストが最小となる維持管理

が必要であるため、経営成績や財務状況を的確に把握し、経営基盤の強化に努めます。また
国が新たに示す官民連携方式のウォーターＰＰＰでは、下水道施設の維持管理と更新を一体
として業務範囲にするよう求められていることから、管渠の更新時期の到来をふまえ地元
企業の協力が得られるような仕組みなどを総合的に検討し、導入していきます。
【主な取組】

建設・維持管理コストの縮減、長期債務残高の適正な管理に努め、ウォーターＰＰＰを導入します。

【強化】

【新規】

（４）施設浸水対策 【強化】

太陽光発電設置（イメージ）

（国土交通省説明会資料より引用）

経営目標２ 下水道施設の整備

三渡川ポンプ場の防潮壁

３．最終案について



三重県流域下水道事業経営戦略改定

経営目標３ 健全な事業運営の持続

（４）下水道ＤＸの推進
職員数減少に伴う運営体制の脆弱化や技術継承が進まないことが懸念されるため、業務の

効率化や技術の見える化など、ＤＸの活用を進めます。
【主な取組】

下水道台帳の電子化を進め、ＡＩによる運転操作導入を検討します。
推進工事などの下水道工事の動画を録画し、アーカイブします。 （国土交通省ＨＰより引用）

【新規】

（３）広域化・共同化の推進

関連市町の施設老朽化、人口減少及び職員減少等に伴う課題に対して、施設の統廃合によ
る施設規模の適正化等の取組を支援するとともに、流入水量の増加に伴い流域下水道の経
営の持続可能性確保に努めます。
【主な取組】

農業集落排水施設などを流域下水道への統合を進めます。

（国土交通省ＨＰより引用）

【新規】

（２）下水道資源の有効活用
資源循環型社会の構築のため、下水汚泥をセメント原料として有効活用に努めるとともに、

国が求める下水汚泥の肥料化について、肥料利用の適性や地域の肥料需要等を考慮し、可能
性を検討します。
【主な取組】

下水汚泥の肥料利用の可能性を検討します。
（高島浄化センター（滋賀県）コンポスト化施設）

【強化】

３．最終案について



三重県流域下水道事業経営戦略改定

④成果指標

経営目標

成果指標【現行】（６つ）

見直し

成果指標【見直し後】（９つ）
備考（補足）

指標
Ｒ6

実績値（見込）
R11

目標値
指標

Ｒ１６
目標値

１ 公共用水域の水質保全 目標放流水質の適合率（％） １００ 100 継続 同左
100

（毎年度）

良好な放流水質を維持する必
 要があることから引き続き設
 定

２ 下水道施設の整備

幹線管渠の延伸距離（ｋｍ） 5.4 7.6 継続 同左 2.2
Ｒ１６の目標値達成で幹線管渠

は概成

処理場増設の進捗率（％）
（ ）対象施設数

56.7
（89/157）

100
（157/157）

継続 同左
（ ）対象施設数

100

（57/57）

R16の流入予定水量に基づい
た処理場の必要施設数

設備の更新率（％）
※老朽化対策、地震・津波対策に関
する指標

24.7 100 分割

＜老朽化対策＞
緊急度Ⅰ※1の管路数
健全度１※2の設備数（機械・電気）

0
（毎年度）

管路や設備の老朽化などによ
る下水道機能の停止を予防で
きるようにするため設定

＜地震対策＞
急所となる施設※3の地震対策の進捗
率（％）
（ ）対象箇所数

１００
（14/14）

対象箇所数内訳
幹線管路7管路
（香良洲幹線等 18.2/26６.8km)

  ポンプ場２箇所（香良洲、三渡川）
処理場の施設５箇所
（北部1、南部3、雲出川左岸1） 

＜津波・洪水対策＞
施設※4浸水対策の進捗率（％）
（ ）対象箇所数

100
（8/8）

対象箇所数内訳
ポンプ場3箇所（川口、井生、山添）
下水処理場の施設５箇所
（志登茂川1、松阪2、宮川2）

ー ー ー 追加
＜地球温暖化対策＞
ＣＯ２排出量削減率（％）
(2013年度比)

36
(R12)

三重県流域下水道地球温暖化
対策計画で定めた削減率と目
標年度（暫定）

３ 健全な事業運営の持続

経常収支比率（％）
１01.2

（R5実績）
100以上 継続 同左

100以上
（毎年度）

経営の健全性・効率性を示す指
標で、単年度収支で黒字を設定

企業債残高対事業規模比率
（％）

210.7
（R5実績）

190.7 継続 同左 １８０.２
施設整備の財源である企業債
残高の規模を示す指標

※1  緊急度Ⅰとは、管路において速やかに補修、更新などが必要なことを示します。

※2 健全度１とは、機能停止状態であり、ただちに設備更新が必要なことを示します。

※3 対象は、 機能が失われると広範囲かつ長期的に影響が及ぶ下水道システムの急所となる幹線管路、ポンプ場（揚水機能）及び処理場（揚水機能、沈殿機能、消毒機能）とします。

※4 対象は、ポンプ場及び処理場（安全衛生機能・避難機能、揚水機能、消毒機能）とします。

３つの経営目標を達成するため、以下の９つの成果指標を設定します。

３．最終案について



ポンプ場 処理場
R16年度末
100%

R16年度末
100%

三重県流域下水道事業経営戦略改定

流域下水道の浸水予測対象施設（令和6年度末見込み）【対策必要箇所：ポンプ場3+処理場5＝8箇所】

<地震対策>

<津波・洪水対策>

R16年度末
100%

R16年度末
100%

R16年度末
100%

幹線管路 ポンプ場 処理場

急所となる流域下水道施設の耐震化率（令和6年度末見込み）【対策必要箇所：幹線管路７＋ポンプ場2+処理場5=14箇所】

■浸水なし（対策済含む）

■浸水予測あり

■耐震化対策済

■未対策R6年度末

３．最終案について



三重県流域下水道事業経営戦略改定

⑤投資・財政計画

（１）流入予定水量

年度 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

流入水量
（万m3）

8,413 8,680 8,753 8,828 8,860 8,898 8,915 8,926 8,933 8,927 

今後、１０年間の流入水量は以下のとおり微増になると予測しています。

流入水量の実績と予測

３．最終案について

※現行の経営戦略の流入水量予測と実績との乖離が生じていますので、 改定後の
流入水量予測は、流入水量の実績を参考に見直しを行っています。



三重県流域下水道事業経営戦略改定

⑤投資・財政計画

⑥進行管理

経営戦略の着実な推進のため、経営目標ごとに設定した成果指標による進捗管理を行うとともに、おおよそ

5年ごとに内容を見直すこととします。

（２）投資財政計画

〇収益的収支の推移

〇資本的収支の推移

昨今の物価高騰及び労務費単価上昇の景況をふまえ維持

管理費等を見直し

（主な見直し項目）

‣施設点検運転監視業務委託料など労務単価の上昇傾

向を反映

‣今後取得予定の資産に係る減価償却費を建設改良費

の見直しにあわせて算出

昨今の物価高騰及び労務費単価上昇の景況をふまえ、

経営目標達成に向けた取組を実施するため建設改良費等

を見直し

（主な見直し項目）

‣地震対策は、急所となる施設の耐震化を加速化（Ｒ１１

まで）

‣未普及対策の幹線管渠延伸は、関連市町の整備進捗と

整合（Ｒ８まで）

‣老朽化対策は、施設供用後の経過年数をふまえ、対策

が必要な施設数を見込む

３．最終案について

実績 計画

実績 計画

収
益

費
用

収
入

支
出

・収益的支出について

・資本的収支について

－投資・財政計画の策定の考え方－

維持管理負担金等
長期前受金戻入
維持管理費等
減価償却費
純利益

収入
損益勘定留保資金等
建設改良費
企業債償還金

現計画
（維持管理費等）

現計画
（建設改良費）



「三重県流域下水道事業経営戦略」の改定素案に対するご意見と県の考え方

対応区分 ①反映済 意見や提案内容がすでに反映されているもの。
②反映する 最終案に意見や提案内容を反映させていただくもの。
③参考にする 今後の取組に意見や提案内容を参考にさせていただくもの。
④反映または参考にさせていただくことが難しい
⑤その他（①～④に該当しないもの）

いただいたご意見等の取扱い

・類似のご意見等が提出された場合は、適宜整理のうえ、まとめて公表しています。
・ご意見を公表することで､個人または法人の権利、競争上の地位その他正当な利益が害されるおそれがある場合は、その全部又は一部を削除しています。
・ご意見の中に誹謗・中傷等及び差別的あるいは差別を助長するおそれのある表現が含まれる場合は、置き換え、言い換え等の加筆、修正や削除を行っています。

常任委員会（１２月１２日）意見に対する考え方

ページ 素案に対するご意見の概要 対応区分 ご意見に対する県の考え方

1 11
　豊かな海のための様々な知見が出てきており、水域水質のあり方が変わる可能性があるた
め、高度処理と栄養塩類管理運転については、より柔軟な対応を願う。

②
反映する

　ご意見をふまえ、「経営目標１　公共用水域の水質保全
（１）高度処理の実施の取組の方向性」に「豊かな伊勢湾
の再生は喫緊の課題であるので、栄養塩類の削減の抑
制については、計画期間内であっても、伊勢湾の水質の
あり方をふまえ柔軟に対応していきます。」を記載します。

パブリックコメント意見に対する考え方

ページ 素案に対するご意見の概要 対応区分 ご意見に対する県の考え方

1 11

　伊勢湾の貧栄養化等に起因した水産資源減少という課題に対して実効性の高い取り組みが
急務です。
　取組（２）「栄養塩類管理運転の実施」において取組内容が記載されていますが、実効性の高
い取り組みが必要であることや10年計画という期間を踏まえると抽象的な「試行」という記載で
はなく、「流域処理場からどの程度の栄養塩類量を増加排出させて、もって伊勢湾再生に繋げ
る」という具体的な内容を記載することが望ましいと考えます。

③
参考

にする

　現在、環境生活部、農林水産部、県土整備部等、関係
機関により構成される「三重県きれいで豊かな海協議会」
において栄養塩類管理運転による周辺海域への効果検
証を行っています。その検証を踏まえて、伊勢湾再生に
向け、栄養塩類を安定的に供給できるよう栄養塩類管理
運転に取り組んでいきます。
  なお、「試行」が、栄養塩類管理運転のどのような段階
かを、ご理解していただけるように、「試行とは、数カ年に
わたって試行錯誤しながら安定的に運転し、より効率的
な運転を目指している段階」と注記します。

・本意見募集と関連のないご意見等が提出された場合は、そのご意見については公表していません。

該当箇所

第４章
　１　（２）
栄養塩類

管理運転の
実施

該当箇所

第４章
　１　（１）

高度処理の
実施

別冊４

1 



パブリックコメント意見に対する考え方

ページ 素案に対するご意見の概要 対応区分 ご意見に対する県の考え方

2 12～13

　今後、更に人口減少の進展が予測されることから、未普及地域への整備や老朽化による施設
更新を実施する場合には、当該区域の将来人口を見極めた上で集合処理を計画どおり進める
ことが適切か否かを十分考慮するなど、中長期的な下水道事業の健全経営の観点からその実
施の有無を検討すべきです。
　ついては、本経営戦略においては、「対象となる整備・供用区域における人口減少動向を見極
めた上で実施する」旨の記載が望ましいと考えます。

③
参考

にする

   ご意見のとおり、一般的には人口減少により流入水量
の減少が進み、将来的には処理施設能力と処理水量の
乖離が生じることが想定されます。
   ただし、流域下水道の関連市町から報告された流入水
量予測では、今後１０年間は、微増傾向となっています。
   このことから、本計画期間における未普及対策や老朽
化対策は、予測した流入水量に対応した計画となってい
ます。
   なお、本計画はおおよそ5年ごとに最新の流入水量予
測等に基づき内容を見直すこととしています。

3 14

　昨年発生した能登半島地震においては過半の下水道管渠等が損壊し、国土交通省は、上下
水道地震対策検討会の検討結果を踏まえ、被災自治体における復興に向けた上下水道施設
整備の留意点として施設規模の適正化等を検討しつつ分散型システムの活用も含め災害に強
く持続可能な将来にふさわしい整備を行うべき等の考え方を示しています。
　南海トラフ地震発生に伴う被害が懸念される本県において、能登半島地震での被災対応事例
も参考にすべきであり、耐震補強などの地震対策の加速化だけでなく、今回、国土交通省が示
す観点も含めた地震対策についても記載することが望ましいと考えます。

　【参考】国土交通省事務連絡「被災自治体における復興に向けた上下水道施設整備の留意点につい
て」（抜粋）（R6.5.29）
　被災自治体においては、復興まちづくりなどを踏まえ、災害に強く、持続可能な水道事業、汚水処理
事業を目指していく必要がある。そのため、被災自治体における復興に向けた上下水道施設整備の留
意点は以下の通りとする。

・復興まちづくり、将来の人口動態、経済性、地域住民の意向など様々な観点から総合的に判断して、
耐震性を備えることはもとより、施設規模の適正化や施設の広域化・統廃合の可能性や被災時の機能
確保方法も検討しつつ、必要に応じて運搬送水や浄化槽等の分散型システムの活用も含め、災害に強
く持続可能な将来にふさわしい整備を行うべき。
（以下略）

③
参考

にする

　分散型システム（浄化槽等）の活用など汚水処理施設
の整備手法の検討は、持続的な汚水処理システム構築
に向けた都道府県構想（以下都道府県構想）により行わ
れるものと考えますので、都道府県構想の策定にあたっ
ては、国土交通省が示す観点をふまえて検討がなされる
よう、市町と連携を図っていきます。
　なお、下水道施設の配置の適正化については、都道府
県構想等をふまえて、流域別下水道整備総合計画にお
いて検討していきます。

4 19

　広域化・共同化として記載されている集落排水処理施設等の下水道接続においては、接続対
象の集落排水処理施設の区域の将来人口を見極めた上で、集合処理の継続が適切と考えら
れる場合には下水道接続が行われ、集合処理が適さない場合には市町下水道事業の健全経
営に支障が生じる可能性があると考えます。
　このため、未普及対策及び老朽化対策で記載した意見内容と同様に、本経営戦略において、
「対象区域における人口減少動向を見極めた上で実施する」旨の記載が望ましいと考えます。

③
参考

にする

　三重県汚水処理事業広域化・共同化計画（以下広域
化・共同化計画）は、農業集落排水に関することを所管し
ている農林水産部などと、市町が下水道への接続を検討
した結果をふまえて策定しています。市町は広域化・共同
化計画への生活排水処理施設の統廃合の位置付けにあ
たって、対象区域内の将来人口動向を見極めたうえで選
定しているものと考えています。
　県としては、広域化・共同化計画をとおして流域下水道
の関連市町の生活排水処理施設規模の適正化等の取
組を支援していきます。

第４章
３　（３）

広域化・共同
化の推進

第４章
２　（１）

未普及対策
２　（２）

老朽化対策

第４章
２　（３）

地震対策

該当箇所

2 



流域関連市町意見に対する考え方

ページ 素案に対するご意見の概要 対応区分 ご意見に対する県の考え方

1 12 　全国的に人口減少が続いている中で、処理場施設の増設が必要なのか疑問があります。
③

参考
にする

   ご意見のとおり、一般的には人口減少により流入水量
の減少が進み、将来的には処理施設能力と処理水量の
乖離が生じることが想定されます。
   ただし、流域下水道の関連市町から報告された流入水
量予測では、今後１０年間は、微増傾向となっています。
   このことから、本計画期間における未普及対策や老朽
化対策は、予測した流入水量に対応した計画となってい
ます。
   なお、本計画はおおよそ5年ごとに最新の流入水量予
測等に基づき内容を見直すこととしています。

2 13 　今般の陥没事故を踏まえた点検の強化が必要であると考えます。
②

反映する

  ご意見をふまえ、「経営目標２　下水道施設の整備（２）
老朽化対策」に、「管路については、点検頻度を増加する
など点検・調査を充実させ、国の「下水道等に起因する大
規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会」におい
て、新たな管路点検の方針が示された場合には、ストック
マネジメント計画に適切に反映します。」と記載します。

3 17

  地球温暖化対策は必要であると考えますが、整備費や維持管理費の増加は関係市町の負担
金の増額に繋がり、最終的には受益者である関係市町の住民の負担が増えることになります。
　省エネ機器等の導入及び太陽光発電設備の設置の取組については、導入費用、処分費用、
更新費用などのライフサイクルコストを算出し、負担金の増額にならないことはもちろんですが、
縮減につながるよう検討をお願いします。

③
参考

にする

 流域下水道事業は、関連市町の負担金により成り立っ
ていますので、関連市町の理解が得られるよう、維持管
理コストの縮減効果を検討した上で、太陽光発電設備の
設置や、設備の更新にあわせた高効率機器の導入な
ど、計画的かつ効率的に温室効果ガス排出量の削減を
進めていきます。

4 18
　ウォーターPPPを導入することが明記されていますが、導入時期、関係市町との連携等、検討
の内容について都度情報共有をお願いします。

③
参考

にする

　 ウォーターPPPの導入にむけた検討状況については、
流域下水道の関連市町に情報共有を適宜実施してまい
ります。

5 20

　DXに係る３つの取組に必要となるライフサイクルコストを算出し、維持管理負担金の増額にな
らないことはもちろんですが、縮減につながるよう検討をお願いします。
　特にＤＸの取組に関しては、導入初期は活用できる国庫支出金等の特定財源により費用負担
を抑えられることも多いですが、その後、ベンダーロック等により支出を抑えることが困難になる
ことも想定されるので、長期的な視点での検討をお願いします。

③
参考

にする

 流域下水道事業は、関連市町の負担金により成り立っ
ていますので、関連市町の理解が得られるよう、維持管
理コストの縮減効果を検討した上で、下水道DXを進めて
いきます。

該当箇所

第４章
２　（１）

未普及対策

第４章
２　（２）

老朽化対策

第４章
２　（５）

地球温暖化
対策

第４章
３　（１）

効率的な
維持管理

運営

第４章
３　（４）

下水道ＤＸ
の推進

3 



流域関連市町意見に対する考え方

ページ 素案に対するご意見の概要 対応区分 ご意見に対する県の考え方

6 23
　建設負担金の推移について、各年度において相当のばらつきがみられます。事業内容により
差が生じることは理解できるものの、本市の下水道事業も厳しい経営状況にあることから、各年
度における財政負担の均衡化を検討をお願いします。

③
参考

にする

　計画的に事業を行うには、事業費の平準化の観点が重
要であるとは認識しています。
　関連市町の建設負担金などを財源とする建設改良費
は、主に地震対策、未普及対策、老朽化対策に必要な費
用で構成されています。地震対策については、対策を加
速化する必要があり、幹線管渠延伸などの未普及対策
も、関連市町の下水道整備の進捗に合わせる必要があ
りますので平準化は困難な状況ですが、老朽化対策は、
対策施設の規模により、年間毎の事業費に偏りが生じる
場合があるもののストックマネジメント計画に基づき、でき
得る限り事業費の平準化を図っています。
　こうしたことから、建設改良費をこれ以上平準化するこ
とは困難ですので、ご理解いただきますようお願いしま
す。

7 26～29

  未普及対策に積極的に取り組んでいるものの、計画案に記載されている流域下水道維持管
理負担金を適切に負担するためには市町下水道使用料の値上げなどの対応が必要となる可
能性が高いです。よって、実際の負担金単価の改定にあたっては、その都度の処理区毎の経
営状況等を市町に対して共有し、早めの情報提供を行うなど慎重に進めていただくようお願いし
ます。
　なお、市町下水道使用料の改定には下水道使用を使用する住民の理解が前提であることを
踏まえ、更なる官民連携の取り組みや実態に応じたダウンサイジングの検討、その他更なるコ
ストダウンの取り組みの検討をお願いします。

③
参考

にする

　維持管理負担金単価改定にあたっては、処理区毎に
県・関連市町等の協議の場として連絡調整会議を開催し
ており、今後も同会議において維持管理に要する経費等
の積算根拠を共有し、協議のうえ慎重に単価改定に対応
していきますので、ご理解願います。また、設備・機器運
用の不断の見直しによる電力料等のコストダウンや官民
連携の手法の検討について、引き続き取り組んでいきま
す。

8 30

　関連市町の意見を経営戦略に反映するのであれば、早い段階で情報共有と意見照会が行わ
れるべきだったのではないでしょうか。
　また、経営戦略をはじめとした流域下水道事業の進捗管理については、毎年度、関連市町と
の協議の場を持ち、幅広い意見を聴取していただくようお願いします。

③
参考

にする

 　流域下水道事業の維持管理費の状況や、事業進捗が
関連市町の下水道使用料に与える影響が大きいことは、
十分認識しており、今後も関連市町との情報共有の場を
持ち、十分に意見聴取を行っていきます。

第４章
　５　（３）
投資・

財政計画

第４章
　５　（１）
投資計画

第５章
２

意見聴取

該当箇所
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第１章 策定の趣旨 

 

１．目的 

 下水道は、汚水の収集・処理、雨水の排除という機能を有し、快適な生活環境の確保や公共用

水域の水質保全等に欠かすことができない施設であり、そこに住む人や訪れる人に清潔で快

適な環境を提供するものです。 

また、下水道は下水道法において、下水を排除するための排水施設、これに接続して下水を

処理するための処理施設又はこれらの施設を補完するためのポンプ施設の総体とされ、その

種類は公共下水道、流域下水道及び都市下水路に区分されています。このうち公共下水道は、

主として市街地における下水を排除し、又は処理する下水道で、終末処理場を有するもの又は

流域下水道に接続するものであり、設置や管理は原則として市町村が行うものです。また、流

域下水道は、２つ以上の市町村の区域にわたる下水を排除するものであり、かつ、終末処理場

を有し、設置や管理は原則として都道府県が行うものです。 

三重県では、汚水の収集・処理を行うため、昭和５１年(１９７６年)に流域下水道事業に着手し

て以降、伊勢湾沿岸の都市部を６つの処理区に分けて事業を進めてきました。平成３０年

(2018 年)には志登茂川処理区が供用開始され、現在、全ての県流域下水道の処理区が供用

中となっています。 

事業開始から一定期間が経過し一部の施設・設備が更新時期を迎え、また、頻発する災害へ

の対応が求められるなど事業運営に影響を及ぼす課題が生じていたことから、これらに対応し、

将来にわたって安定して事業を継続していくため、経営の基本計画である「三重県流域下水道

事業経営戦略（以下「経営戦略」という。）を、令和２年(２０２０年)に策定したところです。 

経営戦略では具体的な経営目標を設定するとともに、効率的な維持管理や計画的な施設整

備に基づく投資のその財源の計画等を示していますが、令和７年（２０２５年）３月で策定から 5

年間が経過し、社会情勢等の変化や新たな課題に対応するため、経営戦略の改定を行いました。 

 

２．計画の位置づけ 

「三重県流域下水道事業経営戦略」は、「みえ元気プラン」の施策「生活環境の保全」の基本事

業「生活排水処理施設の整備促進」における流域下水道整備等の実行計画となります。 

 

３．計画期間 

令和７年度(202５年度)から令和１６年度(20３４年度)までの１０年間の計画とします。 
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第２章 経営の基本 

 

１．経営理念 

 公共性と経済性を両立させたうえで、公共用水域の水質を保全するためのサービスを将来に

わたり提供することで、県民の皆さまが安全・安心で豊かな生活を営むための環境保全に貢献

します。 

 

２．ビジョン 

 時代の要請に的確に応え、生活の基盤として質の高いサービスを提供する公営企業を目指し

ます。 

 

３．ミッション 

 快適な生活環境の確保や公共用水域の水質保全を図るため、関連市町と連携のもと、計画的

かつ効率的に流域下水道整備を進めるとともに、流域下水道施設の適正な維持管理と健全な

事業経営に取り組みます。 

 

４．経営にあたっての行動機軸 

 常にコストを意識した効率的で効果的な経営を行い、関連市町や関係機関等との信頼を深め、

現場重視を常に意識した事業を推進します。また、コンプライアンスの日常化に取り組み、職員

一人一人がコンプライアンスを常に意識した業務推進を行います。さらに、危機管理等に関す

る意識が低下することがないよう、職員のリスク感性を高めます。 
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第３章 事業の概要と流域下水道事業を取り巻く社会情勢の変化 

 

１．事業の概要 

（１）沿革 

三重県内の下水道は、津市が昭和２年(１９２７年)に完成させたものが最初ですが、当時は人

工的な浄化処理は行わずに河川に放流するものでした。 

その後、人口の都市集中と産業・経済の飛躍的な発展等により、川や海などの公共用水域の

水質が悪化し、大きな社会問題となってきたことから、県内でも下水道建設の機運が高まり、

四日市市が昭和３７年(１９６２年)に、津市が昭和５２年(１９７７年)に公共下水道の供用を開始

させました。 

一方では、昭和４０年(１９６５年)１２月に下水道法が改正され、都道府県は、水質環境基準を

達成し維持するため、流域ごとの総合的な下水道に関する基本計画として、「流域別下水道整

備総合計画」を策定することが規定されました。また、昭和４５年(１９７０年)１２月の改正では、

流域下水道の事業主体を都道府県とすることが明記されました。 

この様な背景から、他の市町村においても、三重県を事業主体として、スケールメリットを生

かした流域下水道で整備を行うこととなり、まずは、当時２市９町を対象とした、北勢沿岸流域

下水道（北部処理区）事業を昭和５１年(１９７６年)に都市計画決定、昭和５６年(１９８１年)に建

設工事に着手し、昭和６３年(１９８８年)１月に供用を開始させました。 

三重県では、「流域別下水道整備総合計画」に基づき３流域６処理区の流域下水道を計画し

ており、続く中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区）をはじめ、平成１８年(２００６年)までに

５処理区が供用を開始し、残る中勢沿岸流域下水道（志登茂川処理区）が、平成３０年(２０１８

年)に全国でも最後の流域下水道の供用開始となりました。 

県内の下水道整備は、全国平均より大幅に遅れ、平成３年度(１９９１年度)末の下水道処理人

口普及率は僅か 7.8%でしたが、流域下水道の整備や、市町の精力的な管渠整備の取組によ

り、令和５年度(２０２３年度)末には61.0%まで向上しており、住宅周辺の環境改善や、伊勢湾

や河川の水質改善がみられます。 
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（２）流入水量の推移 

三重県の人口は減少傾向にありますが、三重県の下水道は、整備途上であるため、下水道処

理人口普及率は向上しています。 

直近１０年間の流入水量は、下水道処理人口普及率の上昇につれ、平成２５年度(２０１３年

度)の約７,000万m3から、令和５年度(２０２３年度)には約8,500万m3と増加しています。 
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（３）維持管理負担金 

  流域下水道施設の維持管理にかかる経費については、下水道法第３１条の２第１項の規定に

基づき維持管理負担金として関連市町に負担を求めています。 

  維持管理に係る経費の算出根拠は、下水処理施設の維持管理に必要な費用（運転監視、汚

泥処理、修繕料、電力費、薬品費等）と、下水処理施設等の建設時に借り入れた企業債償還金

（元利償還金のうち交付税措置分及び高度処理分を除く）の合計となっています。 

  維持管理負担金単価は、処理区ごとに上記の金額を流入予定水量で除して得た額について、

関連市町と協議したうえで、下水道法第３１条の２第２項の規定に基づき県議会の議決を得て

定めています。単価については、処理場への流入水量や物価の変動など維持管理の実態に合

わせて概ね３年ごとに見直すことにしています。 

なお、維持管理負担金単価は下記に基づいて算定しますが、処理区ごとに算定期間（３年間）

における流入予定水量や建設時に借り入れた企業債の償還額等に違いがあるため、負担金単

価は異なります。 

 

 
   維持管理に必要な費用＋建設時に借り入れた企業債の償還金 

維持管理負担金単価 ＝     
                                   流入予定水量 

 

 

令和６年度～令和８年度の維持管理負担金単価 

単位：円/ｍ3 

流域名 北勢沿岸流域下水道 中勢沿岸流域下水道 
宮川流域 

下水道 

処理区名 北部 南部 志登茂川 雲出川 
左岸 松阪 宮川 

単価 
（税抜） 54 72 １２１ 89 102 115 
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（４）施設管理の状況 

流域下水道の施設には、下水処理施設である「浄化センター」と、関連市町の公共下水道が

集水した生活排水を浄化センターまで流下させる「幹線管渠」と「ポンプ場」等があります。 

このうち「幹線管渠」については、流域下水道事務所で管理・点検等を行っています。また、昭

和６２年(１９８７年)に「浄化センター」と「ポンプ場」等の管理を目的に三重県と関連市町の出

捐によって財団法人三重県下水道公社（平成２５年(２０１３年)４月から公益財団法人へ移行）

を設立しており、昭和６３年(１９８８年)の北部浄化センター供用開始から管理委託による運営

を、平成１８年(２００６年)からは指定管理者制度に基づく運営を行っています。 
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（５）水質管理の状況 

浄化センターからの放流水には、下水道法に基づく計画放流水質や、水質汚濁防止法に基づ

く濃度規制基準・総量規制基準などの水質基準が適用されます。 

そこで、県は指定管理者である公益財団法人三重県下水道公社との間で締結する協定にお

いて、下水道法等に基づく放流水質基準を遵守するための自主目標となる「目標放流水質」を

設定し、各浄化センターにおける放流水質を監視しています。 

また、各浄化センターに水質担当職員を配置し、水質管理や水質に関する調査・研究などの

体制を整えています。 

 

（６）施設整備の状況 

下水処理場については、６箇所全てが供用を開始し、幹線管渠については全長 2６７．８km

のうち、令和５年度(20２３年度)末の時点で、2６３.２km 供用しています。 

引き続き、下水道の未普及解消を目指し、関連市町の下水道整備の進捗に合わせた下水処

理場施設の増設、幹線管渠の延伸に取り組んでいます。 

また、施設に経年による劣化がみられることから、安定した汚水処理機能を維持するため、

施設の改築・更新を進めています。 

一方、近い将来に発生が予想される南海トラフ地震をはじめとした大規模地震、台風及び集

中豪雨に備えるため、耐震性能が不足している施設の地震対策、浸水が予測される施設の浸

水対策に取り組んでいます。 

本県の流域下水道事業費は、平成１０年度(１９９８年度)をピークに平成１９年度(２００７年

度)までは年間１００億円を超える額で推移しましたが、新規施設の整備が概ね完了したことも

あり、一時は減少傾向となっていました。しかし、近年では、改築・更新を要する施設の増加や、

自然災害の発生後における下水道の機能確保が重要視されてきたことから事業費は微増して

います。 
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令和６年３月３１日現在

全体計画 整備能力 全体延長 供用済延長

北部 昭和62 189.0 149.5 95.5 95.5
四日市市、桑名市、いなべ市、
東員町、菰野町、朝日町、
川越町

南部 平成７ 102.2 64.6 39.4 39.4 四日市市、鈴鹿市、亀山市

志登茂川 平成30 35.5 11.3 27.9 27.9 津市

雲出川左岸 平成５ 53.2 40.2 12.2 12.2 津市

松阪 平成10 75.6 47.5 53.7 53.1 津市、松阪市、多気町

宮川 宮川 平成18 53.7 26.8 39.1 35.1 伊勢市、明和町、玉城町

計 509.2 339.9 267.8 263.2

※放流渠延長を除く

北勢沿岸

中勢沿岸

処理能力

(千ｍ3／日最大)
管渠延長(km)

処理区域
流域

下水道名
処理区名

供用
開始
年度

流域下水道の整備状況 
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２．流域下水道事業を取り巻く社会情勢の変化 

（１）災害発生リスクの高まり 

令和６年（２０２４年）能登半島地震の発生や、同年８月の南海トラフ地震臨時情報（巨大地震

注意）の発表により、南海トラフ地震等の大規模災害への備えの重要性が改めて認識されまし

た。また、気候変動の影響による水災害の頻発化・激甚化が想定されることから、浸水被害リス

クが高まっています。 

 

（２）地球温暖化の進行 

地球温暖化の進行に伴う気候変動は、生態系や人類に様々な影響を及ぼし、予想される影

響の大きさや深刻さから、世界的な危機をもたらす最も重要な環境問題の一つとなるなか、三

重県では令和３２年（２０５０年）までに温室効果ガスの排出実質ゼロをめざす「ミッションゼロ

20５０みえ～脱炭素社会の実現を目指して～」を宣言し、脱炭素社会の実現を目指しています。 

 

（３）職員数の減少 

総務省の調査では、地方公共団体の職員数は、平成６年（１９９４年）をピークとして、平成２８

年（20１６年）まで一貫して減少し、その後、横ばいから微増傾向にありますが、団塊世代の退

職等により、経験豊富な職員の減少が続いています。 

 

（４）食糧安定供給の懸念 

農産物の育成に不可欠な肥料の三要素（窒素、リン、カリウム）の中で、リンについては、ほぼ

全量を輸入に依存しています。国は、肥料の国産化と安定的な供給、資源循環型社会の構築を

目指し、令和１２年（２０３０年）までにリンが多く含まれる堆肥・下水汚泥資源の使用量を倍増

する目標を掲げています。 

 

（５）人口減少、関連市町の施設老朽化 

三重県の人口は、平成１９年（２００７年）をピークに減少局面に入りました。直近の国勢調査

結果である令和２年（２０２０年）の総人口は約１７７万人であり、ピーク時に約１８７万人だった

人口は、令和２２年（２０４０年）には約１５０万人程度になる見込みです。 

また、市町の規模が小さい農業集落排水事業等は、人口減少による使用料収入の減少、施設

の老朽化等により経営環境が厳しさを増しています。 
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第４章 経営目標 

 

経営目標１ 公共用水域の水質保全 

 

取組（１）高度処理の実施 取組区分 継 続 

取組の 

方向性 

閉鎖性水域である伊勢湾の富栄養化の防止、水質基準の達成・維持に努めま

す。一方、豊かな伊勢湾の再生は喫緊の課題であるので、栄養塩類の削減の抑

制については、計画期間内であっても、伊勢湾の水質のあり方をふまえ柔軟に

対応していきます。 

課 題 

伊勢湾における窒素及びリンの環境基準は達成していますが、依然として貧酸

素水塊は発生しています。窒素・リンの除去ができる高度処理施設を適切に運

用する必要があります。 

 

実施する主な取組 

流域下水処理場の運転状況を的確に把握するため、精度の

高い水質検査を行うとともに、その結果を運転管理にフィード

バックすることで適切な薬品注入量を決定するなど、きめ細や

かな汚水処理を実施します。 

さらに、指定管理者との間で締結した協定において自主的に

目標放流水質を設定し、適切な運転管理に努めます。 

 

 

取組（２）栄養塩類管理運転の実施 取組区分 継 続 

取組の 

方向性 
黒ノリの色落ち対策を通じた豊かな伊勢湾の再生を目指します。 

課 題 

栄養塩類（窒素・リン）を削減することにより公共用水域の水質保全を進めてき

ましたが、近年は、良好な水質(きれいさ)と生物の多様性・生産性(豊かさ)の

調和・両立という新たなニーズが高まっています。 

 

実施する主な取組 

「三重県きれいで豊かな海協議会」において関係部局と連携

を図り、冬季に海域で不足する栄養塩類を供給するため、全て

の流域下水処理場で水質基準の範囲内で放流水の栄養塩類の

削減を抑制する運転の試行※に取り組みます。 

正常な黒ノリ   色落ちした黒ノリ 

下水処理場での水質検査 

※試行とは、数ヶ年にわたって試行錯誤しながら安定的に運転し、より効率的な運転を目指している段階 
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経営目標２ 下水道施設の整備 

取組（１）未普及対策 取組区分 継 続 

取組の 

方向性 

関連市町による公共下水道の整備の進捗に合わせた流域下水道施設の建設を

進め、下水道普及のニーズに応えます。 

課 題 
今後も関連市町による公共下水道の整備拡張が見込まれることから、市町に

よる整備の進捗に合わせた流域下水道施設の建設が求められます。 

 

実施する主な取組  

① 幹線管渠の延伸 

令和６年度（２０２４年度）末時点で、供用済延長２６３．２㎞と整備済（見込み含）延長１．８㎞

の計 265 ㎞となり、未整備の幹線管渠は２．８㎞の予定です。 

幹線管渠の整備が必要な宮川処理区については、関連市町の供用開始予定時期に合わせて

令和８年度（２０２６年度）末までに延伸を完了します。 

 

（整備予定） 

宮川処理区 内宮幹線  １．６㎞ 

宮川処理区 明和幹線  ０．６㎞ 

 

 

 

 

 

 

② 処理場施設の増設 

関連市町の整備進捗に基づく令和１６年度（２０３４年度）までの流入水量予測によると、志登

茂川処理区、松阪処理区及び宮川処理区において、流入水量の増加に対応するために処理場

施設の増設が必要となります。  

そのため、関連市町の公共下水道整備の進捗に合わせ、計画的に処理場施設の増設を進め

ます。 

 

（整備予定） 

志登茂川処理区  水処理施設 

松阪処理区     水処理施設 

宮川処理区     水処理施設 

内宮幹線管渠延伸工事 

志登茂川浄化センター 
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取組（２）老朽化対策 取組区分 強 化 

取組の 

方向性 

管路の緊急度Ⅰ及び設備（機械・電気）の健全度１の発生（機能停止状況）を防止

し、下水道サービスを安定して提供します。 

課 題 
施設の老朽化に伴う改築・更新費の増加が見込まれるなか、ストックマネジメン

ト計画に基づく老朽化対策を着実に進める必要があります。 

 

実施する主な取組 

三重県下水道ストックマネジメント計画に基づ

き、以下のとおり老朽化対策を実施します。 

①点検・調査 

計画的に点検・調査を実施し、劣化の状態を定量

的に確認し、施設の健全度を評価します。また、施

設の特性に応じた経年劣化の予測を行います。 

（管路）    路上点検、管内カメラ調査、マンホール内
調査により損傷や腐食等の状況を把握 

（処理場）  目視や測定装置により損傷や腐食、振動、
応答性、使用年数等を把握 

②修繕 

日常の点検、動作確認をふまえた消耗品の交換等の修繕

を行い、機能維持を図ります。 

さらに、健全度の評価をふまえた長寿命化（修繕）により、

施設の延命化を図ります。 

③改築・更新 

施設の状態や使用年数に応じ、改築・更新を行います。ま

た、機能停止に及ぼす影響等をふまえ、劣化・損傷の著しい

施設を優先して改築・更新を行います。 

（管路）    損傷や腐食等の進行状況に応じ、一部区間を改築・更新 

（処理場）  損傷、腐食の進行状況や、振動の増大、応答性の劣化等の状況に応じて改築・更新 

状況把握が困難な設備は、耐用年数や関連設備の更新時期等を勘案のうえで改築・更新 

                                                 

老朽化の進行に伴なう管路の破損による道路陥没や処理場の機能停止による下水道の 

使用制限等は、県民生活や社会経済活動に広く支障を及ぼすことから、着実な老朽化対策に 

努めます。 また、管路については、点検頻度を増加するなど点検・調査を充実させ、国の

「下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会」において、新た

な管路点検の方針が示された場合には、ストックマネジメント計画に適切に反映します。 

（例）【設備の健全度】 
健全度 施設の状態 

５ 問題なし 

４ 劣化の度合・範囲が小 
（劣化の兆候はあるが、機能上の問題はない） 

３ 劣化の度合・範囲が中程度 
（劣化進行しているが、設備機能は確保可） 

２ 

劣化の度合・範囲が大きい 
（劣化が進行し、設備機能の発揮が困難な状
態またはいつ機能が停止してもおかしくない状態
で、修繕では回復困難） 

１ 著しく劣化しており、機能停止 

 下水道管路の調査状況 
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取組（３）地震対策 取組区分 強 化 

 社会情勢の変化 
災害発生リスクの

高まり 

取組の 

方向性 

南海トラフ地震等の大規模地震発生に備え、下水道システムの機能停止リスク

の解消に取り組み、災害に強い下水道を構築します。 

課 題 

令和６年（２０２４年）能登半島地震では下水道の基幹施設に被害が生じたこと

で復旧が長期化し、市民生活に影響がでました。本県でも同様の被害の発生が

懸念されることから、発災時に下水道システムの機能確保ができるよう、施設

の地震対策が必要です。 

 

実施する主な取組 

令和６年度（２０２４年度）にとりまとめられた上下水道地震対策検討委員会（国土交通省設

置）の報告書において、今後の地震対策のあり方として上下水道システムの「急所（幹線管路、

ポンプ場（揚水機能）及び処理場（揚水機能、沈殿機能、消毒機能））」となる施設の耐震化とい

う方向性が示されました。 

これまでも、急所となる施設の耐震化を優先的に進めてきましたが、４処理区（北部、南部、

雲出川左岸、松阪）では、以下のとおり、急所となる一部の施設の耐震化が必要です。なお、２

処理区（志登茂川、宮川）では、すべての施設の耐震性能が確保できています。 

耐震化されていない急所となる施設 

北部処理区 ： 幹線管路（３／１１幹線）、処理場（沈殿機能） 

南部処理区 ： 幹線管路（２／３幹線）、処理場（揚水機能、沈殿機能、消毒機能） 

雲出川左岸処理区 ： 幹線管路（２／６幹線）、ポンプ場（１／１箇所）、処理場（揚水機能） 

松阪処理区 : ポンプ場（１／６箇所） 

このような状況のため、耐震化されていない急所となる施設について耐震補強などの地震

対策を加速化し、令和１６年度（２０３４年度）までに地震対策を完了し、下水道システムの機能

停止リスクを解消します。 

なお、地震対策には、耐震診断を行った結果、直接的な耐震化が困難な場合は、被害の最小

化を図る目的で減災対策を取り入れていきます。 

急所となる流域下水道施設の耐震化率 （令和６年度（２０２４年度）末見込み） 

 

 

 

 

 

 

 

処理場 ポンプ場 幹線管路 

※幹線管路は放流渠を含む 

※幹線管路は放流渠を含む 
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参考 

市町を含めた県内上下水道施設の耐震化率 令和５年度（２０２３年度）末 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

急所施設（下水道）とは、機能が失われると広範囲かつ長期的に影響が及ぶ施設をいいます。 

流域下水道施設は急所施設（下水道）に該当します。 

※上下水道施設の耐震化状況の緊急点検結果（国土交通省）より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約 42% 約 44% 
約 69% 

約 45% 

約 78% 

約 26% 

約 58% 

100% 

約 81% 約 90% 約 56% 

約 2% 

三重県内の
耐震化率 
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取組（４）施設浸水対策 取組区分 強 化 

 社会情勢の変化 
災害発生リスクの

高まり 

取組の 

方向性 

津波や洪水の発生に備え、施設の浸水対策に取り組み、災害に強い下水道を構

築します。 

課 題 

南海トラフ地震等による津波の発生や気候変動の影響による水災害の頻発化・

激甚化が想定され浸水被害リスクが高まっていることから、施設の浸水対策が

必要です。 

 

実施する主な取組 

① 津波対策 

津波による浸水被害が予測される施設は、３つの下水処理場（志登茂川、松阪、宮川）です。 

津波に対してリスク回避を行うべき機能として下水道施設の耐震対策指針と解説では、処理

場の安全衛生機能・避難機能、揚水機能及び消毒機能が位置付けられています。 

津波に対するリスク保有施設  

志登茂川処理区 ： 処理場（揚水機能） 

松阪浄化処理区 ： 処理場（揚水機能、消毒機能） 

宮川浄化処理区 ： 処理場（揚水機能、消毒機能） 

 

各機能を受け持つ施設について開口部の閉塞などの津波対策に関する設計を進めており、

令和１６年度（２０３４年度）までに津波対策を完了し、津波発生時の下水道機能の確保に努め

ます。 

② 洪水対策 

 洪水による浸水被害が予測される施設は、松阪処理区の川口ポンプ場、井生ポンプ場及び

山添ポンプ場です。 

 この３ポンプ場について止水板の設置などの洪水対策に関する設計を進めており、令和１６

年度（２０３４年度）までに洪水対策を完了し、洪水発生時の下水道機能の確保に努めます。 

 

流域下水道の浸水予測対象施設 （令和６年度（２０２４年度）末見込み） 

 

 

 

 

 

  

 

ポンプ場 処理場 
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取組（５）地球温暖化対策 取組区分 新 規 

 社会情勢の変化 地球温暖化の進行 

取組の 

方向性 
脱炭素社会の実現に向けて、温室効果ガス排出量の更なる削減を図ります。 

課 題 

流域下水道事業における温室効果ガス排出量の約８割が電力使用によるもの

であることから、今後の下水処理区域の拡大等による流入水量の増加に伴い

温室効果ガス排出量の増加が見込まれます。 

 

実施する主な取組  

令和６年(２０２４年)１０月に策定した「三重県流域下水道地球温暖化対策計画」（以下、「温対

計画」という。）に基づき、取組を実施することにより、令和１２年度(２０３０年度)において、基

準年度（平成２５年度(２０１３年度)）比で３６％の温室効果ガス排出量の削減を目指します。 

具体的な取組は、次の①～③のとおりです。 

① 運転方法の見直し【省エネ】 

反応槽内の水質に基づく風量制御や反応槽内機器の間欠運転を行います。 

② 省エネ機器等の導入【省エネ】 

水処理施設及び汚泥処理施設等の設備更新にあわせた省エネ機器の導入や管理棟及び処

理施設の照明を LED 照明に更新します。 

③ 太陽光発電設備の設置【再エネ】 

流域下水処理場内に太陽光発電設備を設置し、発電した電力を場内で使用します。 

 

温対計画は、令和３２年（２０５０年）のカーボンニュートラルに向けた途上の目標であり、令

和１２年度(２０３０年度)以降も、技術革新による新たな排出削減手法の開発や社会情勢の変

化を注視し、三重県地球温暖化対策総合計画に合わせて新たな取組を検討していきます。 

 

 

流域下水道事業の温室効果ガス排出内訳 
平成 25 年度(2013 年度) 

温室効果ガス排出量の削減目標 
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経営目標３ 健全な事業運営の持続 

取組（１）効率的な維持管理運営 取組区分 強 化 

 社会情勢の変化 職員数の減少 

取組の 

方向性 
将来にわたり安定した下水処理を行うため、経営基盤の強化に努めます。 

課 題 

施設の老朽化の進行による改築・更新費の増加や、労務単価、電力・燃料価格

等の上昇に伴う維持管理費の増加が見込まれます。 

加えて、技術職員数の減少による人手不足が懸念されることから、今まで以上

に持続可能な下水道事業の運営が求められています。 

 

実施する主な取組    

① 建設・維持管理コストの縮減 

ストックマネジメント計画に基づき改築・更新費や修繕費を平準化し、施設・設備のライフサイ

クルコストの縮減を図ります。また、良好な放流水質を確保しつつ、薬品注入条件や施設・設備

の稼働条件の最適化を図るなど維持管理に係るコストの削減を図ります。加えて、関係市町と

連携し健全な収支バランスを維持できる維持管理負担金の設定について検討します。 

 

② 長期債務残高の適正な管理 

  流域下水道の建設（改良）事業は、事業効果が長期に及ぶため企業債をその財源の一部とし

ています。企業債の元利償還金は下水道事業会計にとって重い負担であるため、今後とも世代

間負担の公平性に留意しつつ、企業債の発行管理に努めます。 

 

③ ウォーターPPP の導入 

令和５年（２０２３年）に国が新たに示した下水道事業における官民連携方式のウォーター

PPP は、下水道施設の維持管理と更新を一体

として業務範囲にするよう求められていること

から、管渠の更新時期の到来をふまえ地元企

業の協力が得られるような仕組みなどを総合

的に検討し、導入していきます。 

なお、ウォーターPPP は、施設の所有権を公

共主体が有したまま施設の運営権を事業者に

設定するコンセッション方式と、コンセッション

に段階的に移行するための長期契約で管理と

更新を一体的にマネジメントする方式とがあり

ます。 

ウォーターPPP の概要 

（国土交通省資料より引用） 

管理・更新一体マネジメント方式 

[レベル３．５] 

ウォーターＰＰＰ 
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取組（２）下水道資源の有効活用 取組区分 強 化 

 社会情勢の変化 食糧安定供給の懸念 

取組の 

方向性 

資源循環型社会の構築のため、下水汚泥をセメント原料として有効活用に努め

るとともに、下水汚泥の肥料利用の可能性を検討します。 

課 題 
下水汚泥の肥料利用に向け、関係部局と連携し、農業者・消費者の理解促進を

進める必要があります。 

 

実施する主な取組内容 

資源循環型社会の構築のため、従前より下水汚泥のリサ

イクル資源化が求められています。流域下水道では、下水

汚泥の全量をセメント原料として資源化しており、引き続

き有効活用に努めます。 

一方、国からは、肥料の国産化と安定的な供給のため、

下水汚泥の肥料化を求められており、肥料利用の適性や地

域の肥料需要等を考慮しながら、肥料利用の可能性を検討

します。 

 

取組（３）広域化・共同化の推進 取組区分 新 規 

 社会情勢の変化 
人口減少、関連市

町の施設の老朽化 

取組の 

方向性 

関連市町の生活排水処理施設の統廃合による施設規模の適正化等の取組を支

援します。 

課 題 
人口及び職員の減少、関連市町の施設老朽化等に伴い、持続可能な事業運営

が求められています。 

 
実施する主な取組 

令和５年（２０２３年）１月に策定した「三重県汚水処理事業広域化・共同化計画」において流

域下水道関連では、農業集落排水施設などのある亀山市や菰野町などの１５地区で、流域関連

公共下水道への接続計画があり、そのう

ち、いなべ市東貝野処理区など５地区で

接続が完了しています。引き続き流域下

水道への接続に向け、市町との調整を

進め工事の促進を図ります。 

 

 

高島浄化センター(滋賀県)コンポスト化施設 

受入側：北部浄化センター（川越町） 廃止側：東貝野地区処理施設 
（いなべ市） 

統合 

農業集落排水施設を流域下水道へ統合した事例 

（滋賀県ＨＰより引用） 
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取組（４）下水道ＤＸの推進 取組区分 新 規 

 社会情勢の変化 職員数の減少 

取組の 

方向性 

下水処理場の安全性や効率性の向上を図るなど、ＤＸを活用した取組を進めま

す。 

課 題 
膨大なストックを有する流域下水道の適切な維持管理、自然災害への備え、ま

た、経験豊富な職員等の減少による技術継承への対応が必要です。 

 

実施する主な取組 

➀下水道台帳の電子化を進めます。 

管路については紙資料をデジタル化し、情報を一元化した

台帳システムが未整備のため、災害時でも情報を得られるよ

うに台帳のデジタル化とクラウド化を図ります。 

 

 

 

 

 

②ＡＩによる運転操作導入を検討します。 

下水処理場の運転操作において、処理水質の変動による

的確な操作や、運転操作業務の作業効率化、運転員間の負

担の平準化を図るため、職員の経験知を蓄積した AI による

運転操作の導入を検討します。 

 

 

 

 

➂下水道工事の動画を録画し、アーカイブします。 

経験の浅い職員が、下水道工事の管理・監督の要点を、い

つでもどこでも学べるように、推進工事における一連作業

や、下水処理場における基礎杭工事等の作業工程を動画で

記録しアーカイブすることで、職員間で共有し、デジタルを活

用した技術継承を図ります。 

 

 

 

 

（国土交通省ＨＰより引用） 

ＡＩによる運転操作導入のイメージ図 

下水道工事動画のアーカイブ 
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４．成果指標 

経営 

目標 

成果 

指標 

R6 

(2024) 

現状値 

(見込値) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

R11 

(2029) 

R12 

(2030) 

R13 

(2031) 

R14 

(2032) 

R15 

(2033) 

R16 

(2034) 

公共

用水

域の

水質

保全 

目標放流

水質の適

合率（％） 100 毎年度 100 

下水

道施

設の

整備 

幹線管渠

の延伸距

離(km) 5.4 １．７ ２．２ ２．２ ２．２ ２．２ ２．２ ２．２ ２．２ ２．２ ２．２ 

処理場増

設の進捗

率(％) 56.7 15.8 19.3 36.8 71.9 100 100 100 100 100 100 

緊急度Ⅰ

の管路数 

健全度 1

の設備数 

（機械・電

気） 

‐ 毎年度０ 

急所とな

る施設の

地震対策

の進捗率

（%） 

‐ 14.3 50.0 78.6 78.6 100 100 100 100 100 100 

施設浸水

対策の進

捗率（%） ‐ 0 50.0 62.5 62.5 87.5 87.5 100 100 100 100 

CO2 排

出量削減

率（％） ‐ 7 10 16 25 30 36 
今後 

検討 

今後 

検討 

今後 

検討 

今後 

検討 

健全

な事

業運

営の

持続 

経常収支

比率（％） 
101.2 

（R5 

実績） 

毎年度 100 以上 

企業債残

高対事業

規模比率 

(％) 

210.7 

（R5 

実績） 

191.6 195.7 189.7 189.4 180.4 181.7 180.4 180.3 180.2 180.2 

４．成果指標 追加 
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＜成果指標の説明＞ 

・目標放流水質の適合率 

１年間のうち、下水処理場から排出される処理水が、目標放流水質（下水道法等に基づく放流水質基準を遵

守するため、県と指定管理者との間で締結する協定において設定した自主目標）に適合した日の割合とする。

通常運転下では放流水質を遵守するよう浄化処理を行っているため適合率 100%を掲げる。 

・幹線管渠の延伸距離 

下水道事業計画に基づく流域下水道幹線管渠延伸工事の事業進捗を表す指標。 

計画期間（令和７年度～令和 16 年度）に実施する幹線管渠の延伸距離。 

延伸対象管渠延長は 2.2km 

・処理場増設の進捗率 

下水道事業計画に基づく処理場における水処理施設などの増設工事の事業進捗を表す指標。 

計画期間（令和７年度～令和１6 年度）に増設する処理施設数の割合。 

増設対象施設は 57 施設 

・緊急度Ⅰの管路数、健全度 1 の設備数（機械・電気） 

緊急度Ⅰは、管路において速やかに補修、更新などが必要な状況を表す指標。 

健全度 1 は、設備（機械・電気）の機能停止状況を表す指標。 

計画期間（令和７年度～令和１６年度）に機能停止した、もしくは管路において速やかに補修、更新などが必要 

となった施設数。 

・急所となる下水道施設の地震対策の進捗率 

下水道システムの急所となる箇所の地震対策の進捗状況を表す指標。 

計画期間（令和７年度～令和１6 年度）に地震対策をする箇所数の割合。 

地震対策対象箇所は １４箇所 

・施設浸水対策の進捗率 

浸水が予測される施設の津波・洪水対策の進捗状況を表す指標。 

計画期間（令和７年度～令和１6 年度）に施設浸水対策をする箇所数の割合。 

施設浸水対策対象施設は ８箇所 

・CO2排出量削減率 

全ての下水処理場における当該年度の CO2排出量を、２０１３年度の CO2排出量実績と比較した削減率。 

（毎年度 8 月頃に、前年度の温室効果ガス排出量が確定する。） 

・経常収支比率 

経常費用が経常収益でどの程度賄われているかを示す比率。 

経常費用とは、維持管理費、支払利息等のこと。 

経常収益とは、維持管理負担金収益、一般会計からの繰入金等のこと。 

（ 経常収益 ÷ 経常費用 ） × 100 

・企業債残高対事業規模比率 

維持管理負担金収益に対する企業債未償還残高の割合であり、企業債未償還残高の規模を表す指標。 

（ 企業債未償還残高合計 － 一般会計負担額 ） ÷ 維持管理負担金収益 × 100 
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５．投資・財政計画 

（１）投資計画 

 流域下水道施設の整備は、老朽化の進行に伴なう管路の破損による道路陥没や処理場 

の機能停止による下水道の使用制限等は、県民生活や社会経済活動に広く支障を及ぼすこ 

とから、着実な老朽化対策に努めます。 

 また、南海トラフ地震等の大規模地震や津波、洪水の発生に備え、地震対策や施設浸水 

対策に取り組み、災害に強い下水道を構築します。 

 

                                                  （単位：百万円） 

処理区 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 

北部 1,105 3,942 4,213 2,576 3,145 2,259 1,180 1,933 3,349 3,473 

南部 2,914 3,168 3,664 3,436 2,069 1,722 1,373 982 769 700 

志登茂川 297 219 252 102 112 117 253 824 22 5 

雲出川左岸 1,295 3,260 2,377 1,958 67 1,098 1,095 155 3,274 4,034 

松阪 378 1,735 1,391 1,090 2,336 2,504 3,180 3,054 506 1,109 

宮川 2,908 428 252 991 1,061 661 273 614 563 212 

計 8,898 12,752 12,149 10,153 8,790 8,361 7,354 7,562 8,483 9,533 

 

＜主な整備事業＞ 

 【北部】 

 ・未普及対策、老朽化対策、地震対策 

 【南部】 

 ・未普及対策、老朽化対策、地震対策 

 【志登茂川】 

 ・未普及対策、老朽化対策、施設浸水対策 

 【雲出川左岸】 

 ・老朽化対策、地震対策 

 【松阪】 

 ・未普及対策、老朽化対策、地震対策、施設浸水対策 

 【宮川】 

 ・未普及対策、老朽化対策、施設浸水対策 

 

 

 

 

 

５．投資財政計画 追加 



- 24 - 
 

（２）財源試算 

① 流入予定水量 

                                                 （単位：千 m3／年） 

処理区 R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R1６ 

北部 35,291 36,102 36,345 36,530 36,608 36,681 36,646 36,600 36,568 36,491 

南部 17,795 17,905 18,022 18,107 18,126 18,118 18,094 18,065 18,029 17,990 

志登茂

川 
3,238 3,974 4,122 4,224 4,324 4,404 4,482 4,556 4,622 4,686 

雲出川

左岸 
8,801 8,729 8,656 8,579 8,504 8,428 8,353 8,279 8,204 8,129 

松阪 11,209 11,359 11,495 11,593 11,661 11,702 11,756 11,779 11,801 11,819 

宮川 7,797 8,728 8,885 9,243 9,373 9,644 9,816 9,978 10,103 10,151 

計 84,131 86,797 87,525 88,276 88,596 88,977 89,147 89,257 89,327 89,266 

 

 

② 維持管理負担金 

 流域下水道施設の維持管理にかかる経費については、下水道法第 31 条の２第１項の規定に

基づき維持管理負担金として関連市町に負担を求めています。 

 

 

③ 国庫補助金（交付金）及び市町負担金 

 流域下水道施設の整備は、国からの補助金（交付金）を受けて事業を執行しています。そのた

め、国庫補助金（交付金）は、投資計画の建設改良費に補助率を乗じて推計しています。 

 また建設にかかる市町負担金については、建設改良費から国庫補助金（交付金）を除いた額

の２分の１として推計しています。 

 

 

④ 企業債 

 建設改良費に充当する企業債については、建設改良費から国庫補助金（交付金）を除いた額

の２分の１として推計しています。 
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⑤ 一般会計繰入金 

 地方公営企業は、その経営に要する経費は経営に伴う収入（料金）をもって充てる独立採算

制が原則とされています。 

しかし、地方公営企業法第 17 条の２に、「その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもっ

て充てることが適当でない経費」及び「当該公営企業の性質上能率的な経営を行ってもなおそ

の経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費」について

は、一般会計が負担するものとされており、この経費負担区分ルールについては、毎年度「地方

公営企業繰出基準」として総務省より各地方公共団体に通知されています。 

この「地方公営企業繰出基準」に基づくもの等を推計しています。 
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（３）投資・財政計画 

令和７年度(202５年度)から令和 1６年度(20３４年度)までの投資計画と財源試算により、

算定した投資・財政計画は、以下のとおりです。 

 

ア 流域下水道事業全体 

 

 

 

【収益的収支】 

 収益・費用は物価上昇等に伴い営業収益及び維持管理費が年 2％程度増加する見込みで

す。 

費用のうち減価償却費は、ストックマネジメント計画に基づき更新する設備が増加する

ため増加する見込みです。 

 純利益は、2億円から 4億円の範囲で推移する見込みです。 

【資本的収支】 

 建設改良費は、73 億円から 127 億円の支出を見込んでいます。 

 償還金は、25 億円から 33 億円の支出を見込んでいます。 

【企業債未償還残高】 

 企業債未償還残高は、定期償還が進むことにより、令和 5年度（2023 年度）末の 381 億

円から令和 16 年度（2034 年度）末には 290 億円まで減少する見込みです。 

 

（単位：百万円）

R5 決算
(2023)

R6 決算見込
(2024)

R7
(2025)

R8
(2026)

R9
(2027)

R10
(2028)

R11
(2029)

R12
(2030)

R13
(2031)

R14
(2032)

R15
(2033)

R16
(2034)

5,661 6,612 6,914 6,851 6,919 7,058 7,149 7,258 7,375 7,506 7,695 7,812

維持管理負担金収益 5,661 6,612 6,914 6,851 6,919 7,058 7,149 7,258 7,375 7,506 7,695 7,812

収 7,443 7,326 7,826 8,161 8,515 9,037 9,488 9,704 9,979 10,058 10,181 10,531

他会計補助金 545 551 561 494 483 491 490 458 448 434 407 399

益 長期前受金戻入 6,854 6,769 7,260 7,667 8,032 8,546 8,998 9,246 9,531 9,624 9,774 10,131

-          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

的 13,105 13,938 14,740 15,012 15,434 16,095 16,637 16,962 17,354 17,564 17,876 18,343

12,392 13,112 13,785 14,189 14,557 15,209 15,782 16,085 16,544 16,853 17,181 17,649

収 減価償却費 7,433 7,371 7,493 7,932 8,130 8,637 9,044 9,305 9,636 9,814 10,099 10,424

548 507 531 530 543 550 548 538 526 510 497 488

支 支払利息 510 503 503 498 511 518 516 507 494 478 465 456

70 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

13,009 13,619 14,316 14,719 15,100 15,760 16,330 16,624 17,070 17,364 17,678 18,137

95 319 424 292 335 335 307 338 284 200 198 205

2,242 2,662 2,422 3,064 2,695 2,309 1,943 1,804 1,629 1,655 1,820 2,021

資 7,297 7,849 6,815 9,633 9,695 8,436 7,629 7,487 6,757 6,556 6,964 7,557

国庫補助金 5,310 5,811 4,751 7,281 7,208 5,981 5,260 5,063 4,407 4,567 5,129 5,734

本 他会計補助金 1,988 2,038 2,064 2,352 2,488 2,455 2,369 2,423 2,350 1,989 1,835 1,823

1,659 2,323 2,073 2,737 2,472 2,089 1,768 1,652 1,477 1,501 1,680 1,903

的 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

11,198 12,834 11,309 15,434 14,862 12,835 11,340 10,943 9,863 9,712 10,464 11,481

収 9,070 10,453 8,898 12,752 12,149 10,153 8,790 8,361 7,354 7,562 8,483 9,533

3,013 3,006 2,995 3,319 3,276 3,253 3,084 3,082 3,099 2,737 2,626 2,580

支 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

12,083 13,459 11,893 16,071 15,425 13,405 11,873 11,443 10,452 10,298 11,109 12,113

△ 885 △ 625 △ 584 △ 637 △ 563 △ 571 △ 533 △ 500 △ 589 △ 586 △ 644 △ 632

38,106 37,763 37,189 36,934 36,353 35,409 34,269 32,991 31,521 30,439 29,633 29,074

713 1,450 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240

（注）収益的収支は税抜き、資本的収支は税込みの金額です。
　　　端数処理しているため、合計が合わない場合があります。

補助金

区　分

営業収益

営業外収益

特別利益

収益計

営業費用

営業外費用

特別損失

費用計

純利益（損失）

企業債

支出計

資本的収支差

企業債未償還残高

内部留保資金

負担金

その他

収入計

建設改良費

償還金

その他
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イ 北勢沿岸流域下水道（北部処理区） 

 
 

ウ 北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 

 
 

（単位：百万円）

R5 決算
(2023)

R6 決算見込
(2024)

R7
(2025)

R8
(2026)

R9
(2027)

R10
(2028)

R11
(2029)

R12
(2030)

R13
(2031)

R14
(2032)

R15
(2033)

R16
(2034)

1,697 1,993 2,127 1,969 1,965 1,992 2,018 2,044 2,078 2,121 2,166 2,208

維持管理負担金収益 1,697 1,993 2,127 1,969 1,965 1,992 2,018 2,044 2,078 2,121 2,166 2,208

収 2,405 2,279 2,272 2,431 2,634 2,831 2,913 2,982 3,070 3,094 3,142 3,269

他会計補助金 106 96 91 81 81 86 88 86 85 81 77 80

益 長期前受金戻入 2,283 2,184 2,180 2,350 2,552 2,744 2,825 2,896 2,985 3,013 3,065 3,189

-          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

的 4,102 4,272 4,399 4,400 4,599 4,823 4,931 5,025 5,148 5,215 5,308 5,477

3,951 4,072 4,096 4,298 4,493 4,712 4,818 4,910 5,034 5,105 5,199 5,365

収 減価償却費 2,418 2,333 2,286 2,350 2,552 2,744 2,825 2,896 2,985 3,013 3,065 3,189

130 102 110 102 106 112 113 115 115 110 109 113

支 支払利息 114 101 93 83 87 93 94 97 96 92 90 94

-          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

4,081 4,174 4,206 4,400 4,599 4,823 4,931 5,025 5,148 5,215 5,308 5,477

21 98 193 -          -          -          -          -          -          -          -          -          

163 241 296 851 814 517 608 418 221 360 617 640

資 898 1,050 1,297 2,992 3,222 2,173 2,513 2,010 1,328 1,669 2,564 2,647

国庫補助金 264 413 657 2,359 2,584 1,540 1,928 1,421 736 1,213 2,113 2,192

本 他会計補助金 634 637 640 633 638 633 585 589 592 457 451 455

97 170 224 791 814 518 609 419 222 360 618 641

的 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

1,158 1,461 1,817 4,634 4,850 3,208 3,729 2,847 1,771 2,389 3,799 3,927

収 444 753 1,105 3,942 4,213 2,576 3,145 2,259 1,180 1,933 3,349 3,473

846 836 831 826 728 715 657 645 646 516 514 519

支 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

1,290 1,590 1,937 4,768 4,942 3,292 3,802 2,905 1,826 2,449 3,863 3,992

△ 133 △ 129 △ 120 △ 134 △ 92 △ 83 △ 73 △ 58 △ 55 △ 60 △ 63 △ 65

7,940 7,344 6,809 6,833 6,919 6,721 6,672 6,444 6,019 5,863 5,967 6,088

△ 4 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

（注）収益的収支は税抜き、資本的収支は税込みの金額です。
　　　端数処理しているため、合計が合わない場合があります。

補助金

区　分

営業収益

営業外収益

特別利益

収益計

営業費用

営業外費用

特別損失

費用計

純利益（損失）

企業債

支出計

資本的収支差

企業債未償還残高

内部留保資金

負担金

その他

収入計

建設改良費

償還金

その他

（単位：百万円）

R5 決算
(2023)

R6 決算見込
(2024)

R7
(2025)

R8
(2026)

R9
(2027)

R10
(2028)

R11
(2029)

R12
(2030)

R13
(2031)

R14
(2032)

R15
(2033)

R16
(2034)

1,121 1,296 1,319 1,368 1,372 1,402 1,417 1,434 1,454 1,480 1,506 1,533

維持管理負担金収益 1,121 1,296 1,319 1,368 1,372 1,402 1,417 1,434 1,454 1,480 1,506 1,533

収 1,254 1,238 1,627 1,605 1,629 1,838 1,975 2,034 2,085 2,035 2,037 2,072

他会計補助金 94 98 109 109 112 119 124 121 120 118 111 107

益 長期前受金戻入 1,153 1,141 1,518 1,495 1,517 1,718 1,850 1,914 1,965 1,917 1,926 1,965

-          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

的 2,375 2,534 2,947 2,973 3,000 3,239 3,392 3,468 3,540 3,515 3,543 3,605

2,220 2,375 2,807 2,850 2,820 3,056 3,201 3,276 3,350 3,348 3,381 3,445

収 減価償却費 1,302 1,287 1,438 1,679 1,531 1,718 1,876 1,944 2,004 1,997 2,015 2,056

99 101 112 117 125 133 139 139 138 136 132 126

支 支払利息 90 101 109 114 122 130 136 136 135 132 128 123

-          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

2,319 2,476 2,919 2,967 2,945 3,190 3,340 3,416 3,489 3,484 3,513 3,571

56 58 28 5 55 50 52 52 51 31 30 34

981 941 667 735 761 710 432 351 299 224 187 177

資 3,236 2,792 1,960 2,143 2,512 2,474 1,607 1,413 1,187 940 806 784

国庫補助金 2,985 2,523 1,683 1,794 2,194 2,101 1,237 1,038 801 581 449 412

本 他会計補助金 251 268 278 349 318 372 370 376 387 360 357 373

693 897 616 688 736 670 419 345 289 204 163 147

的 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

4,911 4,629 3,243 3,566 4,010 3,854 2,459 2,109 1,775 1,368 1,156 1,108

収 4,850 4,311 2,914 3,168 3,664 3,436 2,069 1,722 1,373 982 769 700

493 510 504 593 517 595 559 545 557 543 542 567

支 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

5,343 4,822 3,418 3,760 4,180 4,030 2,628 2,267 1,930 1,525 1,311 1,266

△ 433 △ 193 △ 175 △ 194 △ 170 △ 177 △ 169 △ 158 △ 155 △ 157 △ 156 △ 158

8,050 8,480 8,643 8,786 9,031 9,146 9,019 8,824 8,566 8,247 7,891 7,501

175 525 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316

（注）収益的収支は税抜き、資本的収支は税込みの金額です。
　　　端数処理しているため、合計が合わない場合があります。

支出計

資本的収支差

企業債未償還残高

内部留保資金

負担金

その他

収入計

建設改良費

償還金

その他

補助金

区　分

営業収益

営業外収益

特別利益

収益計

営業費用

営業外費用

特別損失

費用計

純利益（損失）

企業債
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エ 中勢沿岸流域下水道（志登茂川処理区） 

 
 

オ 中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 

 
 

（単位：百万円）

R5 決算
(2023)

R6 決算見込
(2024)

R7
(2025)

R8
(2026)

R9
(2027)

R10
(2028)

R11
(2029)

R12
(2030)

R13
(2031)

R14
(2032)

R15
(2033)

R16
(2034)

386 431 485 481 499 511 523 533 542 551 613 618

維持管理負担金収益 386 431 485 481 499 511 523 533 542 551 613 618

収 992 952 985 974 968 945 903 896 898 908 907 856

他会計補助金 89 109 107 75 67 63 59 50 46 42 37 33

益 長期前受金戻入 903 843 879 899 901 882 844 846 852 867 870 823

-          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

的 1,378 1,383 1,471 1,455 1,467 1,457 1,426 1,429 1,440 1,460 1,520 1,474

1,269 1,300 1,399 1,389 1,406 1,399 1,373 1,381 1,397 1,420 1,472 1,422

収 減価償却費 936 879 898 899 901 882 844 846 852 867 904 844

73 73 71 65 61 57 53 48 43 39 37 33

支 支払利息 73 70 68 64 60 56 51 47 42 38 36 32

-          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

1,343 1,373 1,471 1,455 1,467 1,457 1,426 1,429 1,440 1,460 1,510 1,456

36 11 -          -          -          -          -          -          -          -          10 19

113 197 126 105 109 85 88 85 108 201 40 27

資 507 807 517 596 675 444 442 445 533 862 276 256

国庫補助金 171 463 162 127 152 49 53 65 155 521 9 1

本 他会計補助金 336 344 355 470 523 395 388 380 379 342 267 255

30 141 68 46 50 27 29 26 49 152 7 2

的 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

650 1,145 711 747 833 555 559 556 691 1,215 323 285

収 287 745 297 219 252 102 112 117 253 824 22 5

372 381 394 504 554 432 426 418 417 373 345 318

支 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

660 1,127 691 723 807 535 538 536 670 1,197 367 324

△ 10 18 20 24 27 21 21 20 20 18 △ 44 △ 39

5,949 5,765 5,497 5,098 4,653 4,306 3,968 3,634 3,325 3,154 2,849 2,558

376 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410

（注）収益的収支は税抜き、資本的収支は税込みの金額です。
　　　端数処理しているため、合計が合わない場合があります。

支出計

資本的収支差

企業債未償還残高

内部留保資金

負担金

その他

収入計

建設改良費

償還金

その他

補助金

区　分

営業収益

営業外収益

特別利益

収益計

営業費用

営業外費用

特別損失

費用計

純利益（損失）

企業債

（単位：百万円）

R5 決算
(2023)

R6 決算見込
(2024)

R7
(2025)

R8
(2026)

R9
(2027)

R10
(2028)

R11
(2029)

R12
(2030)

R13
(2031)

R14
(2032)

R15
(2033)

R16
(2034)

712 868 855 871 889 907 924 945 965 983 1,002 1,023

維持管理負担金収益 712 868 855 871 889 907 924 945 965 983 1,002 1,023

収 559 583 638 661 844 960 1,066 1,052 1,107 1,150 1,155 1,341

他会計補助金 42 39 41 42 46 50 53 47 47 47 42 48

益 長期前受金戻入 516 545 597 619 798 910 1,012 1,005 1,060 1,103 1,114 1,293

-          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

的 1,271 1,451 1,493 1,532 1,733 1,868 1,990 1,996 2,072 2,133 2,158 2,364

1,231 1,417 1,446 1,494 1,686 1,816 1,934 1,944 2,020 2,081 2,109 2,307

収 減価償却費 539 565 583 619 798 910 1,012 1,005 1,060 1,116 1,114 1,293

32 32 35 38 47 52 55 52 52 52 49 56

支 支払利息 32 31 34 36 45 50 53 50 50 50 47 54

-          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

1,263 1,449 1,481 1,532 1,733 1,868 1,990 1,996 2,072 2,133 2,158 2,364

9 2 12 -          -          -          -          -          -          -          -          -          

135 315 312 641 457 379 24 244 243 44 635 822

資 471 897 893 2,196 1,677 1,432 255 874 894 303 2,211 2,605

国庫補助金 287 692 688 1,987 1,459 1,196 15 606 605 64 2,000 2,387

本 他会計補助金 184 205 205 210 218 236 240 268 290 239 211 218

133 307 304 636 459 381 26 246 245 45 637 823

的 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

739 1,520 1,509 3,473 2,592 2,192 305 1,364 1,382 392 3,483 4,250

収 547 1,307 1,295 3,260 2,377 1,958 67 1,098 1,095 155 3,274 4,034

224 226 226 236 235 254 257 285 310 258 230 237

支 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

771 1,533 1,521 3,495 2,611 2,211 324 1,383 1,404 413 3,503 4,271

△ 31 △ 13 △ 13 △ 22 △ 19 △ 20 △ 19 △ 19 △ 22 △ 21 △ 20 △ 21

2,429 2,518 2,603 3,009 3,231 3,356 3,123 3,081 3,015 2,800 3,206 3,790

13 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47

（注）収益的収支は税抜き、資本的収支は税込みの金額です。
　　　端数処理しているため、合計が合わない場合があります。

支出計

資本的収支差

企業債未償還残高

内部留保資金

負担金

その他

収入計

建設改良費

償還金

その他

補助金

区　分

営業収益

営業外収益

特別利益

収益計

営業費用

営業外費用

特別損失

費用計

純利益（損失）

企業債
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カ 中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 

 
 

キ 宮川流域下水道（宮川処理区） 

 

 

（単位：百万円）

R5 決算
(2023)

R6 決算見込
(2024)

R7
(2025)

R8
(2026)

R9
(2027)

R10
(2028)

R11
(2029)

R12
(2030)

R13
(2031)

R14
(2032)

R15
(2033)

R16
(2034)

1,056 1,136 1,202 1,159 1,172 1,182 1,189 1,194 1,206 1,224 1,245 1,264

維持管理負担金収益 1,056 1,136 1,202 1,159 1,172 1,182 1,189 1,194 1,206 1,224 1,245 1,264

収 1,156 1,164 1,154 1,261 1,300 1,343 1,470 1,548 1,639 1,699 1,752 1,791

他会計補助金 76 74 74 70 68 69 68 66 67 71 72 69

益 長期前受金戻入 1,067 1,085 1,075 1,191 1,232 1,275 1,402 1,483 1,572 1,628 1,679 1,722

-          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

的 2,212 2,300 2,356 2,419 2,473 2,526 2,660 2,742 2,845 2,923 2,997 3,055

2,040 2,158 2,148 2,215 2,277 2,328 2,495 2,590 2,706 2,837 2,912 2,973

収 減価償却費 1,222 1,247 1,213 1,251 1,304 1,367 1,423 1,500 1,593 1,687 1,839 1,851

82 75 74 71 73 74 72 74 76 81 85 81

支 支払利息 78 74 71 66 69 69 68 69 72 76 81 77

-          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

2,123 2,233 2,222 2,286 2,350 2,402 2,567 2,664 2,783 2,917 2,997 3,054

89 67 135 134 123 124 93 78 62 5 -          1

354 247 195 527 407 329 489 489 613 612 137 239

資 923 467 322 1,063 937 779 1,672 1,822 2,236 2,054 438 827

国庫補助金 698 261 130 823 685 507 1,394 1,532 1,954 1,828 231 629

本 他会計補助金 225 206 192 240 253 272 278 290 283 226 207 198

358 171 124 456 353 292 471 486 614 614 138 241

的 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

1,635 885 641 2,047 1,698 1,400 2,633 2,798 3,462 3,280 713 1,307

収 1,238 603 378 1,735 1,391 1,090 2,336 2,504 3,180 3,054 506 1,109

552 501 465 522 513 508 488 477 461 403 381 371

支 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

1,789 1,104 843 2,257 1,904 1,598 2,824 2,981 3,641 3,457 887 1,480

△ 155 △ 219 △ 202 △ 211 △ 206 △ 198 △ 191 △ 183 △ 179 △ 176 △ 175 △ 173

5,132 4,879 4,608 4,614 4,508 4,329 4,330 4,343 4,494 4,704 4,459 4,327

2 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

（注）収益的収支は税抜き、資本的収支は税込みの金額です。
　　　端数処理しているため、合計が合わない場合があります。

支出計

資本的収支差

企業債未償還残高

内部留保資金

負担金

その他

収入計

建設改良費

償還金

その他

補助金

区　分

営業収益

営業外収益

特別利益

収益計

営業費用

営業外費用

特別損失

費用計

純利益（損失）

企業債

（単位：百万円）

R5 決算
(2023)

R6 決算見込
(2024)

R7
(2025)

R8
(2026)

R9
(2027)

R10
(2028)

R11
(2029)

R12
(2030)

R13
(2031)

R14
(2032)

R15
(2033)

R16
(2034)

689 889 926 1,004 1,022 1,063 1,078 1,109 1,129 1,147 1,162 1,167

維持管理負担金収益 689 889 926 1,004 1,022 1,063 1,078 1,109 1,129 1,147 1,162 1,167

収 1,077 1,109 1,149 1,229 1,141 1,119 1,161 1,192 1,180 1,171 1,188 1,201

他会計補助金 138 136 139 117 109 103 98 89 83 75 67 62

益 長期前受金戻入 932 973 1,010 1,111 1,032 1,017 1,063 1,103 1,097 1,096 1,121 1,139

-          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

的 1,766 1,997 2,075 2,232 2,162 2,182 2,239 2,301 2,308 2,319 2,350 2,368

1,681 1,790 1,888 1,942 1,875 1,898 1,961 1,984 2,037 2,063 2,107 2,138

収 減価償却費 1,015 1,059 1,075 1,134 1,044 1,017 1,063 1,113 1,142 1,134 1,162 1,192

131 124 129 136 130 122 116 110 101 92 85 78

支 支払利息 122 124 128 134 128 120 114 107 99 90 83 76

70 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

1,881 1,914 2,018 2,079 2,005 2,020 2,077 2,094 2,138 2,155 2,192 2,216

△ 115 83 57 153 157 162 162 208 170 164 158 152

496 720 826 206 147 289 302 218 146 214 205 117

資 1,262 1,836 1,824 643 672 1,135 1,140 922 578 727 668 438

国庫補助金 905 1,458 1,431 192 134 588 633 402 158 361 327 115

本 他会計補助金 357 378 393 451 539 547 507 520 420 366 341 324

348 638 738 118 59 202 214 130 58 126 118 49

的 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

2,106 3,194 3,389 967 878 1,626 1,655 1,269 781 1,067 991 604

収 1,704 2,734 2,908 428 252 991 1,061 661 273 614 563 212

526 550 575 640 729 749 697 711 708 644 614 569

支 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

2,230 3,284 3,483 1,067 981 1,739 1,758 1,371 980 1,258 1,177 780

△ 124 △ 90 △ 94 △ 101 △ 103 △ 113 △ 102 △ 102 △ 199 △ 190 △ 186 △ 177

8,607 8,777 9,028 8,594 8,012 7,553 7,157 6,664 6,102 5,672 5,262 4,810

150 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198

（注）収益的収支は税抜き、資本的収支は税込みの金額です。
　　　端数処理しているため、合計が合わない場合があります。

支出計

資本的収支差

企業債未償還残高

内部留保資金

負担金

その他

収入計

建設改良費

償還金

その他

補助金

区　分

営業収益

営業外収益

特別利益

収益計

営業費用

営業外費用

特別損失

費用計

純利益（損失）

企業債



- 30 - 
 

第５章 経営戦略の推進 

１．進行管理 

 経営戦略の着実な推進のため、経営目標ごとに設定した成果指標による進捗管理を行うとと

もに、おおよそ５年ごとに内容を見直すこととします。 

 

２．意見聴取 

 経営戦略の推進にあたっては、関連市町などからの幅広い意見を聴取し、事業運営に活かし

ていきます。 

 

３．経営戦略の改定履歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

履歴 （策定・改定）年月 計画期間

策定 令和2年（2020年）3月 令和2年度（2020年度）～令和11年度（2029年度）

改定 令和7年（2025年)３月 令和7年度（2025年度）～令和16年度（2034年度）
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